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食品中の放射性物質の試験法について 

 

 

食品中の放射性物質に係る取扱いについては、平成 24年３月 15 日付け食安発

0315第１号（以下「施行通知」という。）により通知したところである。 

施行通知中、第４の４において示すこととしていた食品中の放射性物質試験法

について、別添のとおりの定めることとしたので、関係者への周知方よろしくお

願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 添） 

 

食品中の放射性セシウム検査法 
 

 

１．検査対象物質  放射性セシウム（Cs-134及び Cs-137） 

 

２．分析方法 

２．１ 試料の前処理 

食品中の放射能測定のための試料前処理方法は、「文科省編放射能測定法シリーズ 24 緊

急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」注 1 に準じ、試料は可食

部を用いる。 

ただし、「食品、添加物等の規格基準」（昭和 34年厚生省告示第 370 号）第１食品Ａ食品

一般の成分規格５（2）検体に規定される食品は、当該項目の第 1欄の各食品について、各々

第 2 欄の試料の調製に従うこととし、製造し、又は加工した食品は、原則としてそのまま

の状態を測定試料とする（飲用に供する茶等、飲用に供する状態で検査する食品は除く。）。  

試料の洗浄は別添の食品の放射性物質に関する検査における試料洗浄 (土壌除去)標準

作業書に準じるものとする。 

 液体の試料はそのまま、個体の試料は、予めハサミ、カッター、包丁等で細切りした後、

全体を均一に混和し、設定された容量を機器校正に用いたものと同じ測定容器に予め重量

を測定してから充填する。 

飲用に供する茶は、荒茶又は製茶 10g 以上を 30 倍量の重量の熱水（90℃）で 60 秒間浸

出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液を測定試料とする。 

なお、告示で示された、乾燥きのこ類及び乾燥野菜並びに乾燥させた海藻類及び乾燥さ

せた魚介類等を測定する際には、できるだけ飲食に供される状態と同様の状態で行う観点

から、粉砕後のサンプルに、日本食品標準成分表等の水戻しによる水分含量の公表データ

（重量変化率）を参考として、必要な水分をあらかじめ添加し行うことを原則とするが、

乾燥状態で検査を行い、２．３の取扱いに従って換算を行っても差し支えない。 

注 1）試料搬入時の注意点、試料の前処理法、試料の保存方法等が記載されている。 

 

２．２ 測定 

２．２．１ 機器・器具 

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータ：検出器の相対効率は

15％以上とし、検出器周辺を厚さ 10〜15cm の鉛遮蔽体等で囲む。 

線源：市販の多核種混合放射能標準ガンマ体積線源を用いる。 

測定容器 

 

 



２．２．２ 機器校正法 

校正及びスペクトル解析方法は「文部科学省編放射能測定シリーズ No.7  ゲルマニウム

半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に記載の方法、あるいは国際的に認め

られた方法に従う。 

 ２．２．３に示す測定条件を設定できる機器であれば、ゲルマニウム半導体検出器を用

いたガンマ線スペクトロメータ以外の装置を使用することも可能である。 

 

２．２．３ 測定条件の設定 

 標準線源等を測定し、測定結果 X 及び測定結果に伴う計数誤差による標準偏差σXの推定

値を得る。基準値濃度における X/σXが 10 以上となるように、試料容器及び測定時間を設

定する。また、測定容器のみのブランクを設定した条件で測定し、検出限界値が基準値の

1/5 の濃度以下であることを確認する。測定結果 X、σX、及び検出限界値の算出方法は「文

部科学省編放射能測定シリーズ No.7  ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクト

ロメトリー」に記載の方法、あるいは国際的に認められた方法に従う。 

 

２．２．４ 試料の測定注 2 

 予め重量を測定した測定容器に試料を充填した後に重量を測定し、重量の差を試料重量

として記録する。測定容器を検出装置に載せ、２．２．３で設定した測定時間で測定し、

スペクトルを得る。スペクトルを「文部科学省編放射能測定シリーズ No.7  ゲルマニウム

半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に記載の方法、あるいは国際的に認め

られた方法で解析し、試料中の放射性セシウム濃度 X と測定結果に伴う計数誤差による標

準偏差σXを得る。 

注 2）固体試料においては水分が分離しないように注意し、測定容器への充填は空隙ができないよう

にし、特に検出器に近い底面での空隙には注意する。 

 

２．３ 検査結果の取扱い 

 測定結果が ND であった場合には、Cs-134 と Cs-137 の検出限界値の和が基準値の 1/5 の

濃度以下であることを確認する。 

Cs-134 の測定結果を X134、Cs-137 の測定結果を X137とするとき、放射性セシウム濃度 X＝

X134＋X137が基準値の 75％から 125％の範囲となった場合には、X134に伴う計数誤差による標

準偏差をσ134、X137に伴う計数誤差による標準偏差をσ137としたときに 10
2

137

2

134




X

であることを確認する。上記の条件が満足されない場合は、測定時間を延長して測定し上

記が満足されるようにする。 

 検査結果は、有効数字２桁で記載する。NDとなった場合には検出限界を明記し<20 Bq/kg

のように記載する。 

なお、告示で示された、乾燥きのこ類及び乾燥野菜並びに乾燥させた海藻類及び乾燥さ



せた魚介類等の通常水戻しをして摂食する食品は、前述する方法にて測定を行うことを原

則とするが、乾燥状態で検査を行った場合には、日本食品標準成分表等の水戻しによる水

分含量のデータ（重量変化率）を用いて換算を行った結果を分析値とする。 

 

３ 検査結果の信頼性管理 

１）測定日毎にバックグラウンドを測定し、通常の範囲を超えて上昇していないことを

確認する。 

２）測定日毎に空の測定容器を用いてブランクを測定し、分析系に放射性表面汚染がな

いことを確認する。 

３）定期的に標準線源を用いて校正を行う。 

４）測定日毎にエネルギーのスケールがずれていないことを確認する。 

５）試料を測定容器に詰める際には、特に検出器付近に空隙ができないように留意 

する。 

６）試料による分析系の放射性表面汚染、あるいは試料間の汚染が起こらないように留

意する。特に検出部位の汚染を防ぐため、検出器をポリエチレン袋で覆う、測定容

器の外側に試料を付着させない等の措置を講じる。 

７）測定容器をくりかえし使用する場合は、測定容器の内側にポリエチレン袋を入れて

試料を充填するなど、測定容器の汚染を防ぐ措置を講じる。 

８）試料の取り違えを防止するための措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


